
第３次対がん総合戦略研究推進事業経理要綱

財団法人 が ん 研 究 振 興 財団



１ 目 的

本要綱は、厚生労働省の定める｢厚生労働科学研究(第３次対がん総合戦略研究)推進

事業実施要綱｣及び財団法人がん研究振興財団が定める｢第３次対がん総合戦略研究推

進事業実施規程｣に基づき、経理に必要な事項を定めるものである。

２ この要綱は平成１６年４月１日より適用する。

平成１８年４月１日一部改正
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Ⅰ．外国人研究者招へい事業

１．人 件 費 ｢非常勤職員手当｣

非常勤職員手当として支給し、養育子女の教育手当及び勤務に要する交通費を加

算して支給する。

滞 在 費

（１）基本給

ランク ｢ ヵ月以上滞在者｣ ｢ ヵ月未満滞在者｣3 3
( 月 額 ) ( 日 額 )

Ａ 円 円1,100,000 25,000
Ｂ－１ 円 円800,000 20,000
Ｂ－２ 円 円700,000 18,000
Ｂ－３ 円 円600,000 16,000
Ｃ－１ 円 円500,000 15,000
Ｃ－２ 円 円400,000 12,000
Ｃ－３ 円 円300,000 9,000
Ｃ－４ 上記以外については委員会の決定による金額

滞在費は月毎に支給する(給与支給日）

ア．３か月以上滞在者

原則として銀行振込とする。a.
領収書は銀行振込書をもって充てる。b.
１か月に満たない勤務月の場合は日割計算で支給する。c.

月額(＋交通費)×勤務日数(週休日を除く） ＝支給額(円未満切捨）

勤務を要する日(週休日を除く）

イ．３か月未満滞在者

日額×招へい初日から離日までの滞在日数(週休日を含む）＝支給額

（２）交 通 費

居住地から研究に従事する機関までの通勤に要する交通費を支給する。ただし、

ホテル入居者及び自己調達の宿舎入居者には支給しない。

交通費の支給に際しては、定期券の提示を求め、確認のうえ支給する。a .
６か月、３か月、１か月の定期券を購入するものとする。

日割計算は｢勤務日数(週休日を除く）／勤務を要する日数(週休日を除く）｣b.
とする。



（３）教 育 手 当

ａ．３ヶ月以上の招へい研究者で、教育を要する家族を同伴した場合、幼稚園(保

育園)から高等学校までに在園・在学し、かつ証明書の提出があった者について

は、証明された月から就学が完了するまでの間、教育手当として１人当たり月

額金６０，０００円(年額７２万円）を支給する。ただし、招へい期間を超えて

支給することはできない。

ｂ．在園・在校は国公私立を問わず、途中入学途中退学であっても該当月の月額

を支給する。

ｃ．招へい研究者の同伴家族の滞在期間が３カ月未満の場合は、前二項の規定は

適用せず、支給対象外とする。

ｄ．招へい研究者の同伴家族の在日期間が招へい期間の２／３に満たないことが

確認できる場合は、教育手当を支給しないことができる。ただし、在園者・在

学者の在日期間が連続して３月を超える場合は、支給しても差支えないものと

する。

２．諸 謝 金

国際協力専門委員会の委員等に対し謝金を支給することができる。

Ａ．謝金は、出席委員１人１時間当たり＠９，５００円を基準とする。

Ｂ．謝金は、源泉徴収税額１０％を控除して現金支給するか若しくは、銀行振込

をもって支給する。

． 、 、 。Ｃ 謝金の支給は 当該年度分をまとめて 当該年度内に支給することができる

３．外 国 旅 費

（１）航 空 賃

Ａ．航空券は、１年を超えない旅行については、往復券の購入を原則とする。

Ｂ．外国への事前調査及び、派遣研究者の航空券は役職に応じ、指定職俸給表及

び行政職(一）俸給表の１０級相当以上はビジネスクラスとし、その他はエコノ

ミークラスとし、財団が購入して本人に交付する。

． 、 、Ｃ 招へい研究者の各ランク毎の航空券は次のとおりとし 財団が購入を手配し

エージェントを通じて本人に交付する。

Ａ．Ｂランク・・・ビジネスクラス(同伴家族を含む）

Ｃランク・・・エコノミークラス(同伴家族を含む）

＊ Ａランクの研究者について、必要がある場合は、国際協力専門委員会の

承認を経てファーストクラスを適用することができる。

Ｄ．航空賃の決済は、日本のエージェントをもって行うことを原則とする。ただ

し、支払いに際しては、旅行日程、見積書、契約書、納品書の提出をさせるも

のとする。(航空券のコピー提出の際は納品書の提出は省略できる ）。

Ｅ．招へい研究者が出発国のやむを得ない特殊事情又は、緊急の必要性があり当

財団の手配による航空券を利用できない場合で、招へい研究者自身の購入によ

る航空券を利用して来日した場合は、前項のただし書きの適用はせず航空券面

記載の航空賃確認を行いコピーを添付し、実費精算を行うことができる。ただ



し、財団が購入できる価額を超えてはならない。

Ｆ．前項の実費精算の場合の円換算のための為替レートは、支払日の銀行表示レ

ートによるものとする。

Ｇ．前項の実費精算は、招へい研究者の希望によりドルまたは、入手可能な各国

通貨による支払をすることができるものとする。

Ｈ．Ｅ項の精算の場合であっても、Ｃ項に該当するクラスの旅客運賃を超えない

範囲内の対価により精算するものとする。

Ｉ．事前調査旅行等にかかる旅費は、国家公務員の旅費法に定める基準によるも

のとする。

（２）移転料・着後手当及び支度料

招へい研究者にかかる移転料・着後手当及び支度料は、赴任旅費として別表の基

準により支給する。



別 表

赴任旅費の算定表

赴任旅費→ 移転料 支度料 旅費 備 考

区 分 着後手当 支出計

ランク単身 日未満 滞在１４日までA 15 43,120 43,120
15 1 86,240 86,240単身 日～ ヶ月未満

1 2 100,000 104,720 204,720単身 ヶ月～ ヵ月未満

2 3 100,000 123,200 223,200単身 ヵ月～ ヵ月未満

単身 ヵ月以上 宿舎費控除 有3 200,000 200,000 400,000
３ヵ月以上 同伴妻１人 宿舎費控除 有300,000 333,330 633,330
６ヶ月以上 同伴妻１人 宿舎費控除 有400,000 333,330 733,330

Ｂランク単身 日未満 滞在１４日まで15 33,015 33,015
15 1 66,030 66,030単身 日～ ヶ月未満

1 2 100,000 80,180 180,180単身 ヶ月～ ヵ月未満

2 3 100,000 94,330 194,330単身 ヵ月～ ヵ月未満

単身 ヵ月以上 宿舎費控除 有3 200,000 165,000 365,000
３ヵ月以上 同伴妻１人 宿舎費控除 有300,000 275,000 575,000
６ヶ月以上 同伴妻１人 宿舎費控除 有400,000 275,000 675,000

Ｃランク単身 日未満 滞在１４日まで15 33,015 33,015
15 1 66,030 66,030単身 日～ ヶ月未満

1 2 100,000 80,180 180,180単身 ヶ月～ ヵ月未満

2 3 100,000 94,330 194,330単身 ヵ月～ ヵ月未満

単身 ヵ月以上 宿舎費控除 有3 200,000 165,000 365,000
３ヵ月以上 同伴妻１人 宿舎費控除 有300,000 275,000 575,000
６ヶ月以上 同伴妻１人 宿舎費控除 有400,000 275,000 675,000

備考 ① 原則として、航空賃、移転料、及び扶養親族移転料等を国家公務員の例に準

じて算出した額。

（１）招へい者の航空運賃の区分は

Ａランク及びＢランクはビジネス･クラス（航空券支給）とする。

Ｃランクはエコノミー・クラス(航空券支給）とする。

（２）｢家族｣の航空運賃(３カ月以上滞在する場合）は、招へい研究者のクラス

の航空券を支給する。

② 随伴子供１人につき年齢に拘わらず 円加算(３人まで可)することが100,000
できる。

③ 随伴家族以外に後日来日する家族の出た場合は、赴任旅費の再計算を行い、

追加支給することができる。

④ ３ヵ月以上滞在者の赴任旅費の支給は、３ヵ月経過までの間１０万円を保証

預りとする。



４．国 内 旅 費(招へい研究者）

Ａ．招へい外国人研究者が学会出席・研究連絡・セミナー出席等のため、国内を

旅行する必要があると認められるときは、研究者に対して旅費を支給する。た

だし３か月未満滞在者には支給しない。

Ｂ．国内旅費は、出張申請書を事前に提出した者で、出張復命書の提出のあった

者について、年度内１０万円の範囲内において支給する。

Ｃ．財団に対する研究報告・研究連絡のため、遠隔地勤務機関から上京する場合

の国内旅費は、前項の範囲外とする。

（１）旅 費(鉄道賃・航空賃）

Ａ．旅費は国家公務員の旅費法に準じて支給する。

Ｂ．北海道・九州・沖縄その他鉄道１千 以上の旅行及び島嶼地域への旅行、km
又は急を要するための旅行は、航空賃を支給することができる。

（２）日当・宿泊料

Ａ．招へい研究者の国内旅行における日当・宿泊料は、次のとおりとする。

単位：円

区分 甲地(例：大阪市・名古屋市) 乙地(甲地以外）

ランク 日当 宿泊料 泊 日計 日当 宿泊料 泊 日計1 2 1 2
3,000 14,800 20,800 3,000 13,300 19,300Ａランク

2,600 13,100 18,300 2,600 11,800 17,000Ｂランク

2,200 10,900 15,300 2,200 9,800 14,200Ｃランク

備考 泊１日を増すごとに日当宿泊料を加算する。1

５．備 品 費(事業用器具費）

（１ ．事業用器具、又は研究用機器等対がん戦略事業の用に供する備品を購入すると）

きは、次の書類を調製するものとする。

１．購入要求書及び機器選定理由書(研究用機器のみ）

２．購 入 伺

３．見 積 書(又は入札書）

４．契 約 書(１５０万円未満は請書）

（２ ．代金を支出する場合は、次の書類を調製するものとする。）

１．納 品 書

２．検 収 調 書

３．請 求 書

（３ ．支出後は振込済み通知書又は領収書を添付し、購入関係書類として保存するも）

のとする。

（４ ．研究用機器の貸付を行う場合は、使用貸借契約書を調製するものとする。）

（５ ．前記契約の更新は、次年度以降は自動的に更新となるよう契約書に記載する。）

（６ ．補助金により取得した備品の取り扱いについては、次のとおりとする。）



Ａ．補助金により取得した備品の取り扱いについては、厚生労働科学研究費補助

金取扱規程第 条(交付の条件）の( )、( )、( )(次に記載）によるものと12 9 10 11
する。

( )研究事業若しく推進事業により取得し、又は効用の増加した機械器具でそ9
の価額が単価３０万円(法人にあっては５０万円）以上のものについては、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行例令(昭和 年政令第 号)30 255
第 条第 項第 号の規程により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するま14 1 2
で、厚生労働大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

( )前号の規程により厚生労働大臣の承認を受けて機械器具を処分すること10
により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させるこ

とがあること。

( )研究事業若しくは推進事業により取得し、又は効用の増加した財産につ11
いては、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理、当

該事業の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。

Ｂ．補助事業等により取得した財産の処分制限期間については、昭和４１年７月

１５日 厚生省告示第３５０号によるものとする。

． 、Ｃ 補助金により取得した備品を使用貸借契約により使用している施設において

その備品の耐用年数経過等により使用できない状況となった場合は、別に定め

る様式に従って、当該施設の物品管理官等は不用決定の承認申請書を提出する

ものとする。(様式別紙）

Ｄ．不用の決定及び廃棄の基準は次によることができるものとする。

( ) 供用及び処分の必要がない物品で再利用等適切な処理をすることができa .
ないもの。

( ) 修繕若しくは改造が不可能な物品又はそれらに要する費用が当該物品にb .
相当する物品の取得等に要する費用に照らし多額であると認められる物品。

( ) 使用年数の経過、能力の低下等により当該物品を引き続き使用するよりc .
も新たにこれに代わる物品等を取得することが有利であると認められる物

品。

( ) 使用年数の経過、能力の低下等により当該物品を解体して活用することd .
が有利であると認められた物品。

Ｄ－２ 次のいづれかに該当する物品については廃棄することができる。

( ) 売払いに要する費用が売払いの予定価額を超えると認められる物品。a .
( ) 売払うことにより国の事務又は事業の秘密が漏れるおそれがあると認めb .
られる物品。

( ) 売払いしようにも引き取りをする者がいない物品c .
Ｅ．補助金により取得した備品の処分制限期間を経過したものは、財団において

適切な処分をすることができるものとする。



物 品 不 用 決 定 承 認 申 請 書

○ ○ ○ 発 第 号

平成 年 月 日

財団法人 がん研究振興財団

理事長 殿幸 田 正 孝

施 設 名

契約担当官又は

(物品管理官）

貴職との使用貸借契約により使用している下記物品の不用決定の承認を受けたいので

申請します。

記

分 類 等 庁用品 備 品 事業用器具(対がん戦略研究用機器)

品 目

価 額 円 取得年月日 平成 年 月 日

１．不用の決定をしようとする理由

２．当該物品の現状(写真を添付のこと)

３．当該物品についての過去３か年における修理の状況

４．不用の決定をした場合における事業の遂行に及ぼす影響

５．不用の決定後における当該物品の処分方法(いすれかに○)１売払い 廃棄処分2
６．その他参考となるべき事項

(※ 各欄ともこの様式に記入できない場合は別紙として添付すること)

財団記入 厚生労働省宛承認申請 厚生労働省承認 施設宛承認通知第 号

平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日付処理欄



６．印刷製本費

Ａ．印刷及び製本を外注する場合は、次の書類を調製するものとする。

１．購入(印刷)伺

２．見 積 書(又は入札書)

３．契 約 書(１５０万円未満は請書）

４．請 書(軽微な契約は省略可）

Ｂ．代金を支出する場合は、次の書類を調製するものとする。

１．納 品 書

２．検 収 調 書(軽微な契約は伺書記載で省略可）

３．請 求 書

Ｃ．支出後は、振込済み通知書又は領収書を添付し、購入関係書類として保存する

ものとする。

７．通信運搬費

（１）国際電信電話料

Ａ．国際電信電話を当該推進事業のために、使用するときは、口頭了解により処

理するものとする。

Ｂ．国際電信電話料は、ＫＤＤの請求により支払を行い振込済み領収書を保存す

るものとする。

Ｃ．国際電信電話料の決算は、各事業ごとに勘案して配分することができるもの

とする。

（２）国内電信電話料

国内電信電話料は、財団の回線を利用するものとする。

（３） 電信電話料を財団において立て替え払いをした場合は、精算払いとすることが

できるものとする。(精算払いは財団の請求・領収書によることができる ）。

８．翻訳料

Ａ．外国人研究者のレポートの翻訳及び、研究に必要な文献等の翻訳を委託して実

施することができるものとする。

Ｂ．翻訳委託の場合は次の書類を調製し、検収の後支払いを行うものとする。

１．伺 書

２．見 積 書

３．契約書 (請書 )

４．納 品 書

５．検 収 調 書

６．請 求 書

７．銀行振込依頼書



９．賃 金

賃金職員とは、集計、転記、資料整理作業等の単純労働を行う日々雇用する者をい

う。

（１）賃金職員の雇用は財団の規定によるものとする。ただし、財団の定める規定に

より難い場合は、勤務先の規定によることができる。

（２）賃金は１日当たり(８時間)８，３００円とする。ただし、時間で賃金を支出す

る場合は、１時間当たり１，０３０円とする。

．賃 貸 料10
（１）ホテル代

Ａ．招へい外国人研究者のうち、ホテルに入居を必要とする者(主として短期招へ

いの者)のホテル代として、Ａ，Ｂ，Ｃ，の各ランクとも 日あたり１５，０００円1
を限度とする。ただし、この額を超える場合で必要と認められる場合はこの限

りでない。

Ｂ．ホテル代は、滞在の最後の日は支給しないものとする。

Ｃ．ホテル代を支給する者には、交通費は支給しないものとする。

（２）宿舎借上料

Ａ．招へい外国人研究者で長期に滞在する者の入居する宿舎は、財団が民間の住

居を借上げ、必要に応じ、招へい研究者及びその家族を入居させる。ただし、

空室のある場合は有効活用として短期の招へい研究者を入居させることができ

るものとする。

Ｂ．借上宿舎の借上契約は財団が行い、契約書を保管するものとする。契約変更

の場合も前記同様とする。

Ｃ．借上宿舎は、家具及び什器付きのものを借上げる。生活に必要な家具設備を

整わない住居の場合は、リース等必要な措置を講ずるものとする。

Ｄ．借上げに要する費用は本会計がすべて負担する。

Ｅ．光熱水料及び電話料は、入居者の負担とする。ただし、公的使用と認められ

るものについては、本会計において負担するものとする。

Ｆ．招へい研究者の来日日程の都合により、借上宿舎に空室が生ずる場合で、相

当期間空室となることが認められる場合は、契約を解除して返還することを原

則とする。ただし、次期宿舎の確保がむずかしいと判断される場合は、継続契

約として借料を支払いし、空室管理をおこなうものとする。

．傷 害 保 険 料11
（１）招へい外国人研究者の傷害保険料

招へい研究者等の来日から帰国までの間の日数に応じ、傷害保険に加入するもの

とする。ただし、帰国までの日数は航空便の遅延等を考慮し、状況により来日前及

び離日後の日数を加算することができるものとする （招へいされた家族を含む）。

（２） 国際研究協力事業推進のための日米がん連絡会議等出席者の傷害保険は、招へ

い研究者等に準ずるものとする。



．そ の 他12
招へい外国人研究者の日本における医業従事については、受入れ施設において必要

に応じ、修練医の資格取得申請等の措置を講ずるものとし、申請手数料等は財団が負

担する。



Ⅱ．外国への日本人研究者等派遣事業

１．諸 謝 金

国際協力専門委員会等の委員等に対し謝金を支給することができる。

Ａ．謝金は、出席委員１人１時間当たり＠９，５００円を基準とする。

Ｂ．謝金は、源泉徴収税額１０％を控除して現金支給するか若しくは、銀行振込

をもって支給する。

． 、 、 。Ｃ 謝金の支給は 当該年度分をまとめて 当該年度内に支給することができる

２．外国旅費

（１）航空賃

Ａ．航空券は、１年を超えない旅行については、往復券の購入を原則とする。

Ｂ．派遣研究者の航空券は次の区分のとおりとし、財団が購入して本人に交付

する。

①行政職(一） ８級相当以上・・・・・ビジネスクラス

②行政職(一) ８級相当未満・・・・・エコノミークラス

Ｃ．日米がん連絡会議出席者で指定職級に随行する同会議参加要員は、ビジネ

スクラスの航空賃を支給することができる。

Ｄ．航空賃の決済は、日本のエージェントをもって行うことを原則とする。た

だし、支払いに際しては、旅行日程、見積書、契約書、納品書の提出をさせ

るものとする。(航空券のコピー提出の際は納品書の提出は省略できる）

（２）旅 費

Ａ．事前調査旅行及び、日本人研究者等の派遣にかかる旅費は、国家公務員の

旅費法に定める基準を準用する。

Ｂ．移転料・着後手当は、支給しない。

Ｃ．支度料は、派遣者のみに支給し、家族には支給しない。又、過去 年以内1
に支給のあった場合は、前回支給額を控除した残額を支給する。(期間の起算

の開始日は前回の旅行の初日をもって起算の日とする ）。

Ｄ．派遣者の支度料の基準は次のとおりとする。

(単位：円）

日未満 日以上 ｶ月以上 ｶ月以上15 15 1 3
区 分 ｶ月未満 ｶ月未満1 3

43,120 86,240 104,720 123,200指 定 職 の 職 務 に あ る 者

39,080 78,160 94,910 111,650１０級又は９級の職務にある者

35,035 70,070 85,090 100,100８級又は７級の職務にある者

33,015 66,030 80,180 94,330６級の職務にある者

30,995 61,990 75,270 88,550５級又は４級の職務にある者

26,950 53,900 65,450 77,000３級の職務にある者



Ｅ．日 当 宿 泊 料

( ) 派遣研究者を日米がん連絡会議による派遣研究者(以下｢日米派遣者｣とい1
う。)と、国際協力専門委員会選定派遣研究者等に区分し、原則としては前

者は１年乃至２年の期間を派遣し、後者は１年の期間の範囲内で派遣する。

( ) 派遣者の滞在費は国家公務員の旅費法に準じて日当宿泊料を支給する。た2
だし、日米派遣者及び日仏・日独会議による派遣研究者の滞在費は、別に定

める基準により支給する。(ドル立てで支給日の為替レートにより円貨換算の

うえ支給する ）。

３．賃 金

賃金職員とは、集計、転記、資料整理作業等の単純労働を行う日々雇用する者を

いう。

（１）賃金職員の雇用は財団の規定によるものとする。ただし、財団の定める規定に

より難い場合は、勤務先の規定によることができる。

（２）賃金は１日当たり(８時間)８，３００円とする。ただし、時間で賃金を支出す

る場合は、１時間当たり１，０３０円とする。

４．傷害保険料(派遣研究者等）

派遣者の出発から帰国までの間の日数に応じ、傷害保険に加入するものとする。

ただし、帰国までの日数は航空便の遅延等を考慮し、状況により出発前及び帰国後の

日数を加算することができるものとする。

日米派遣者及びその同伴家族の傷害保険は、派遣者と同様に払うものとする。

５．研 究 費

Ａ．派遣研究者等に対しては、派遣期間に応じ研究費を支給することができる。

ただし、｢日米がん連絡会議に基づく派遣研究者｣には支給しないものとする。

Ｂ．研究費の交付を受け付けようとする場合は、指定の様式に使用目的を記入し、財

団あて申請するものとする。

Ｃ．財団は、前記申請書を審査し妥当と認められる場合は、交付基準額の範囲内で交

付するものとする。

Ｄ．研究費の交付基準は、次のとおりとする。

１５日未満 ２５万円の範囲内( ３０万円）

１カ月未満 ５０万円の範囲内( ６０万円)

１カ月以上３カ月未満 １００万円の範囲内(１５０万円）

３カ月以上６カ月未満 ２００万円の範囲内(３００万円)

６カ月以上 ３００万円の範囲内(６００万円)

審査により必要と認められる場合は （ ）内の金額まで増額して支給することが、

できるものとする。



Ｅ．研究者が帰国した場合は、速やかに決算報告書を提出するものとする。決算報告

書の様式は、別に定めるところによるものとする。

Ｆ．研究費の決算報告書に基づき、財団は決算一覧表を作成し、決済を受けて保管す

るものとする。



様式

派 遣 研 究 費 交 付 申 請 書

平成 年 月 日

財団法人 がん研究振興財団

理事長 殿幸 田 正 孝

申請者

所属施設

住 所

氏 名 印

このたび、貴財団の外国への日本人研究者等派遣事業の決定に伴い

研究費として下記のとおり申請します。

記

１．研究に従事する外国の機関及び研究指導者

研 究 機 関 機関名

所在地

研究指導者 職 名

氏 名

２．研究期間

自 平成 年 月 日

( ヵ月 日間)

至 平成 年 月 日

３．研究費交付申請額

金 円(使用内訳別紙記載のとおり）



様式

研究費申請額 内訳書 （派遣者 氏名 ）

単位：円

区 分 申 請 額 (円) 特 記 事 項 交 付 決 定 額

１．諸謝金

(細分)研究協力謝金

(細分)研究助手謝金

２．旅費交通費

(細分)研究旅費

(細分)研究協力旅費

３．什器備品費

４．消耗品費

(細分)研究用消耗品

(細分)薬 品 費

(細分)特殊試薬品

５．印刷製本費

６．通信運搬費

７．貸 借 料

８．会 議 費

９．光熱水料

１０．臨時雇賃金

１１．翻 訳 料

１２．雑役務費

計

※ この研究費は帰国後速やかに決算報告書を提出するものとする。



研究費決算報告書(平成 年度) 派遣研究者

派遣期間 自平成 年 月 日 ～ 至平成 年 月 日

派遣機関 派遣研究者名 印

１．支給研究費 金 円

２．支出実績額 金 円 ３．過△不足額( ) 円1-2

支出科目別内訳

科 目 金 額 摘 要

NO.１．諸謝金 円 内訳書

(細分)研究協力謝金

(細分)研究助手謝金

２．旅費交通費

(細分)研究旅費

(細分)研究協力旅費

３．什器備品費

４．消耗品費

(細分)研究用消耗品

(細分)薬 品 費

(細分)特殊試薬品

５．印刷製本費

６．通信運搬費

７．貸 借 料

８．会 議 費

９．光熱水料

１０．臨時雇賃金

１１．翻 訳 料

１２．雑役務費

計



記 入 要 領(平成 年度) 派遣研究者 研究費決算報告書

派遣期間 自平成 年 月 日 ～ 至平成 年 月 日

派遣期間 金 円 派遣研究者名 印

１．支給研究費 金 円

２．支出実績額 金 円 ３．過△不足額( ) 円1-2

金額欄には別紙内訳書

の小計額を記入する

支出科目別内訳

科 目 金 額 摘 要

NO.１．諸謝金 円 内訳書

(細分)研究協力謝金 研究に協力を依頼した者に対する謝金

(細分)研究助手謝金 研究助手として協力した者に対する謝金

２．旅費交通費

(細分)研究旅費 学会出席、研究打ち合わせ等旅費

(細分)研究協力旅費 研究資料、材料収集等研究協力者に対する旅費

３．什器備品費 現地において購入した機材、備品的機械は除く

４．消耗品費

(細分)研究用消耗品 研究用消耗品、一般消耗品、文房具用品

(細分)薬 品 費 研究用薬品費

(細分)特殊試薬品 ＲＩ、血清、培地等

５．印刷製本費 印刷費、製本費、論文別刷り代等

６．通信運搬費 研究連絡通信費、切手代、資料送料

７．貸 借 料 研究用機器借上料、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ借料、会議会場借料

８．会 議 費 会議の際に要した茶菓代、弁当代

９．光熱水料 研究遂行のため施設に支払った電気ガス料等

１０．臨時雇賃金 研究のために雇傭した者の賃金(パートを含む)

１１．翻 訳 料 文献翻訳、発表論文の翻訳料、翻訳文点検料

１２．雑役務費 借上機器の損傷修繕費、為替差損、その他雑費

計



Ⅲ．外国への研究委託事業

１．賃 金

賃金職員とは、集計、転記、資料整理作業等の単純労働を行う日々雇用する者をい

う。

（１）賃金職員の雇用は財団の規定によるものとする。ただし、財団の定める規定に

より難い場合は、勤務先の規定によることができる。

（２）賃金は１日当たり(８時間)８，３００円とする。ただし、時間で賃金を支出す

る場合は、１時間当たり１，０３０円とする。

２．委 託 費

外国へ研究を委託した方が動物の入手、研究材料の調達に有利であり、日本より研

究の効果があると予想される課題について、あらかじめ厚生労働大臣と協議のうえ外

国の研究機関に研究を委託する。

（１）研究課題及び研究委託先、委託金額に関しては、リサーチ・レジデント等専門委

員会の意見を踏まえ財団が決定する。

（２）契約に関しては、契約書、研究委託費の使用計画書を調製し、両者のサインを

交換して保管するものとする。

（３）契約は円建てとして、金額を記入するものとする。(ドル換算は、参考とするにと

どめるものとする。)

（４）研究終了後は、速やかに研究レポートの提出並びに、決算報告書の提出を求め、

決裁の後財団において保管する。

（５）契約完了後は、契約金額円貨を当日の為替レートによりドルに換算のうえ、銀行

振込として送金を行うものとする。

（６）委託契約に要する国際電信電話料及び、委託契約金の送金手数料は本会計にお

いて負担するものとする。



Ⅳ．若手研究者育成活用事業

１．人 件 費

( )非常勤職員手当1
Ａ．リサーチ・レジデント(以下｢Ｒ．Ｒ｣という。)の給与は、当分の間月額３２万円

とし、１年経過毎に１万円を加算する。

Ｂ．給与の改訂の場合は、予算を勘案して支給額を定め、リサーチ・レジデント

等専門委員会の審議を経てから、必要な手続及び決裁を得て施行するものとす

る。

Ｃ．通勤手当は、月の初日に勤務している者に対して支給する。

Ｄ．月の途中において退職した場合は、給与及び通勤手当は日割り計算として支

給するものとする。日割り計算は、｢支給額×勤務日数／勤務を要する日｣とし

て算出する。

Ｅ．通勤手当ての支給開始の際及び金額改訂の場合は、定期券の提示を求め確認

するものとする。

( )住居手当2
Ｒ．Ｒには、住居手当を支給する。住居手当の支給に関することについては、

国家公務員の支給に準じて取扱うものとする。

( )社会保険料3
Ａ．Ｒ．Ｒは、社会保険に加入し、社会保険料の事業主負担は本会計において負

担するものとする。

Ｂ．社会保険料の算定は、社会保険料算定基準に従い行うものとする。

( )傷害保険料4
Ａ．Ｒ．Ｒの勤務にかかわる不測の事故等に対処するため、傷害保険に加入する

ものとする。

Ｂ．傷害保険料は、本会計において負担するものとする。

２．諸 謝 金

。リサーチ・レジデント等専門委員会の委員に対して謝金を支給することができる

Ａ．謝金は、出席委員１人１時間当たり ９，５００円を基準とする@
Ｂ．謝金は、源泉徴収税額１０％を控除して現金支給するか若しくは、銀行振込を

もって支給する。

Ｃ．謝金の支給は、当該年度分をまとめて当該年度内に支給することができる。

３．旅 費(国内旅費)

Ａ．Ｒ．Ｒの学会出席、研究連絡、セミナー出席等のため、国内を旅行する必要が

あると認められるときは、旅費を支給することができる。

Ｂ．Ｒ．Ｒの国内旅費は行政職(一）４級相当として扱うものとする。

Ｃ．国内旅費は、出張申請書を事前に提出した者で、出張復命書の提出のあった者

について、年度内１０万円の範囲内において旅費を支給する。



Ｄ．財団に対する研究報告、研究連絡のため、東京以外の遠隔地より上京する場合

の国内旅費は、前項の範囲外とする。

Ｅ．Ｒ．Ｒの研究にかかる海外発表等のための旅行は、出張伺いを提出させ、財団

が必要と認めた場合に限り勤務とみなし、旅行命令を発するものとする。ただ

し、海外旅費は支給しないものとする。

（１）交通費(鉄道賃・航空賃）

Ａ．交通賃は国家公務員の旅費法に定める基準を準用する。

Ｂ．北海道、九州、沖縄その他鉄道１千 以上の旅行の場合又は、島嶼地域及km
び急を要する場合は、航空券(搭乗券の半券等）の提示のあった者については、

航空賃を支給することができる。

（２）日当・宿泊料

Ｒ．Ｒの国内旅行における日当・宿泊料は、国家公務員の旅費法に準じて支給

する。

４．備 品 費(事業用器具費）

（１ ．事業用器具費、又は研究用機器等対がん戦略事業の用に供する備品を購入す）

るときは、次の書類を調製するものとする。

１．購入要求書及び機器選定理由書 (研究用機器のみ)

２．購 入 伺

３．見 積 書(又は入札書)

４．契 約 書(１５０万円未満は請書）

（２ ．代金を支出する場合は、次の書類を調製するものとする。）

１．納 品 書

２．検収調書

３．請 求 書

（３ ．支出後は振込済み通知書、又は領収書を添付し、購入関係書類をして保存す）

るものとする。

（４ ．研究用機器の貸付を行う場合は、使用貸借契約書を調製するものとする。）

）． 、 。(５ 前記契約の更新は 次年度以降は自動的に更新となるよう契約書に記載する

（６ ．補助金により取得した備品の取り扱いについては、次のとおりとする。）

Ａ．補助金により取得した備品の取り扱いについては、厚生労働科学研究費補

助金取扱規程第 条(交付の条件）の( )、( )、( )(次に記載）によるも12 9 10 11
のとする。

( )研究事業若しく推進事業により取得し、又は効用の増加した機械器具で9
その価額が単価３０万円(法人にあっては５０万円）以上のものについては、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行例令(昭和 年政令第30
号)第 条第 項第 号の規程により厚生労働大臣が別に定める期間を255 14 1 2

経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反



して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

( )前号の規程により厚生労働大臣の承認を受けて機械器具を処分するこ10
とにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させ

ることがあること。

( )研究事業若しくは推進事業により取得し、又は効用の増加した財産に11
、 、 、ついては 当該事業の完了後においても 善良な管理者の注意をもって管理

、 。当該 事業の目的に従って その効率的な運営を図らなければならないこと

Ｂ．補助事業等により取得した財産の処分制限期間については、昭和４１年７

月１５日 厚生省告示第３５０号によるものとする。

Ｃ．補助金により取得した備品を使用貸借契約により使用している施設におい

て、その備品の耐用年数経過等により使用できない状況となった場合は、別

に定め る様式に従って、当該施設の物品管理官等は不用決定の承認申請書を

提出するものとする。(様式別紙）

Ｄ．不用の決定及び廃棄の基準は次によることができるものとする。

( ) 供用及び処分の必要がない物品で再利用等適切な処理をすることができa .
ないもの。.

( ) 修繕若しくは改造が不可能な物品又はそれらに要する費用が当該物品にb .
。相当する物品の取得等に要する費用に照らし多額であると認められる物品

( ) 使用年数の経過、能力の低下等により当該物品を引き続き使用するよりc .
も新たにこれに代わる物品等を取得することが有利であると認められる物

品。

( ) 使用年数の経過、能力の低下等により当該物品を解体して活用することd .
が有利であると認められた物品

Ｄ－２ 次のいづれかに該当する物品については廃棄することができる。

( ) 売払いに要する費用が売払いの予定価額を超えると認められる物品a .
( ) 売払うことにより国の事務又は事業の秘密が漏れるおそれがあると認めb .
られる物品。

( ) 売払いしようにも引き取りをするものがいない物品c .
Ｅ．補助金により取得した備品の処分制限期間を経過したものは、財団におい

て適切な処分をすることができるものとする。



物 品 不 用 決 定 承 認 申 請 書

○ ○ ○発第 号

平成 年 月 日

財団法人 がん研究振興財団

理事長 殿幸 田 正 孝

施 設 名

契約担当官又は

(物品管理官）

貴職との使用貸借契約により使用している下記物品の不用決定の承認を受けたいので

申請します。

記

分 類 等 庁用品 備 品 事業用器具(対がん戦略研究用機器)

品 目

価 額 円 取得年月日 平成 年 月 日

１．不用の決定をしようとする理由

２．当該物品の現状(写真を添付のこと)

３．当該物品についての過去３か年における修理の状況

４．不用の決定をした場合における事業の遂行に及ぼす影響

５．不用の決定後における当該物品の処分方法(いすれかに○)１売払い 廃棄処分2
６．その他参考となるべき事項

(※ 各欄ともこの様式に記入できない場合は別紙として添付すること)

財団記入 厚生労働省宛承認申請 厚生労働省承認 施設宛承認通知第 号

平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日付処理欄



５．印刷製本費

Ａ．印刷及び製本を外注する場合は、次の書類を調製するものとする。

１．購入(印刷)伺

２．見 積 書(又は入札書)

３．契 約 書(１５０万円未満は請書）

４．請 書(軽微な契約は省略可）

Ｂ．代金を支出する場合は、次の書類を調製するものとする。

１．納 品 書

２．検 収 調 書(軽微な契約は伺書記載で省略可）

３．請 求 書

Ｃ．支出後は、振込済み通知書又は領収書を添付し、購入関係書類として保存する

ものとする。

６．通信運搬費

Ｒ．Ｒ募集等にかかる通信運搬費

７．翻訳料

Ａ．Ｒ．Ｒの研究発表論文等の翻訳及び、研究に必要な文献等の翻訳を委託して実

施することができるものとする。

Ｂ．翻訳委託の場合は次の書類を調製し、検収の後支払いを行うものとする。

１．伺 書

２．見 積 書

３．契約書(請書)

４．納 品 書

５．検 収 調 書

６．請 求 書

７．銀行振込依頼書

８．賃 金

賃金職員とは、集計、転記、資料整理作業等の単純労働を行う日々雇用する者をい

う。

（１）賃金職員の雇用は財団の規定によるものとする。ただし、財団の定める規定に

より難い場合は、勤務先の規定によることができる。

（２）賃金は１日当たり(８時間)８，３００円とする。ただし、時間で賃金を支出す

る場合は、１時間当たり１，０３０円とする。



Ⅴ．研究支援者活用事業

１．人 件 費

( )非常勤職員手当1
Ａ．研究支援者の給与は、当分の間月額２０万円とする。

Ｂ．給与の改訂の場合は、予算を勘案して支給額を定め、リサーチ・レジデント

等専門委員会の審議を経てから、必要な手続及び決裁を得て施行するものとす

る。

Ｃ．通勤手当は、月の初日に勤務している者に対して支給する。

Ｄ．月の途中において退職した場合は、給与及び通勤手当は日割り計算として支

給するものとする。日割り計算は、｢支給額×勤務日数／勤務を要する日｣とし

て算出する。

Ｅ．通勤手当ての支給開始の際及び金額改訂の場合は、定期券の提示を求め確認

するものとする。

( )住居手当2
、 。 、研究支援者には 住居手当を支給する 住居手当の支給に関することについては

国家公務員の支給に準じて取扱うものとする。

( )社会保険料3
Ａ．研究支援者は、社会保険に加入し、社会保険料の事業主負担は本会計におい

て負担するものとする。

Ｂ．社会保険料の算定は、社会保険料算定基準に従い行うものとする。

( )傷害保険料4
Ａ．研究支援者の勤務にかかわる不測の事故等に対処するため、傷害保険に加入

するものとする。

Ｂ．傷害保険料は、本会計において負担するものとする。

２．諸 謝 金

。リサーチ・レジデント等専門委員会の委員に対して謝金を支給することができる

Ａ．謝金は、出席委員１人１時間当たり ９，５００円を基準とする@
Ｂ．謝金は、源泉徴収税額１０％を控除して現金支給するか若しくは、銀行振込

をもって支給する。

Ｃ．謝金の支給は、当該年度分をまとめて当該年度内に支給することができる。

３．旅 費(国内旅費)

Ａ．研究支援者の学会出席、研究連絡、セミナー出席等のため、国内を旅行する

必要があると認められるときは、旅費を支給することができる。

Ｂ．研究支援者の国内旅費は行政職(一）３級相当以下として扱うものとする。

Ｃ．国内旅費は、出張申請書を事前に提出した者で、出張復命書の提出のあった

者について、年度内７万円の範囲内において旅費を支給する。

Ｄ．財団に対する研究報告、研究連絡のため、東京以外の遠隔地より上京する場



合の国内旅費は、前項の範囲外とする。

Ｅ．研究支援者の研究支援のための海外旅行は、出張伺いを提出させ、財団が必

要と認めた場合に限り勤務とみなし、旅行命令を発するものとする。ただし、

海外旅費は支給しないものとする。

（１）交通費(鉄道賃・航空賃）

Ａ．交通賃は国家公務員の旅費法に定める基準を準用する。

Ｂ．北海道、九州、沖縄その他鉄道１千 以上の旅行の場合又は、島嶼地域及km
び急を要する場合は、航空券(搭乗券の半券等）の提示のあった者については、

航空賃を支給することができる。

（２）日当・宿泊料

研究支援者の国内旅行における日当・宿泊料は、国家公務員の旅費法に準じて

支給する。


